伊勢崎市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画　改訂の概要
１）計画全体の主な改訂内容
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■両計画の統合／計画期間の更新、上位・関連計画との整合、将来推計人口の更新
■「都市再生特別措置法」の改正（令和２年）を踏まえた防災指針の策定
■赤堀・東都市計画区域における地域地区（用途地域及び特定用途制限地域）の指定に伴う改訂
■都市計画の新たな視点（ウォーカブル、ＤＸ、ＧＸ等）を踏まえた改訂
２）都市づくりの目標における主な改訂内容【共通】
■第３次伊勢崎市総合計画との整合性や、市の現況や課題、社会動向を勘案し改訂
【将来都市像】えがお咲く未来へ　持続可能な共生都市　いせさき
【都市づくりの基本的な考え方】
「安心で快適な暮らし」「地域の産業活力」「豊かな自然環境、歴史・文化」
が調和した「まとまりのある都市」を次の世代へ
【基本目標】基本目標１：時代の変化に対応して持続的に発展する便利で快適なまち
基本目標２：安全で安心して暮らせる強くてしなやかなまち
基本目標３：地域経済をけん引する多様な産業が集積するまち
基本目標４：豊かな自然環境、歴史・文化と共生するまち
【目標年・推計人口】　令和17年　20万5.000人
【将来都市構造】＜拠点＞
●都市交流拠点の拡大
●広域商業拠点の追加（スマーク伊勢崎周辺）
●産業拠点の範囲の拡大及び追加
●水と緑の拠点の追加（西部公園周辺）
＜軸＞
●広域交流軸 路線バスの追加
●都市内交流軸から広域交流軸へ変更（３市道）
＜ゾーン＞
●「自然と暮らしのゾーン」を「居住調和ゾーン」に変更
●産業形成ゾーンを追加







３）全体構想における主な改訂内容【都市計画マスタープラン】
【都市づくりの方針（全体構想）】＜共通＞
　●都市づくりの目標に基づき各方針を修正
＜土地利用の方針＞
●ウォーカブル、災害リスクの視点を追加
●「土地利用検討地（工業系利用地）」を「土地利用検討地（産業系）」に変更
●土地利用検討地（産業系）における地域未来投資促進法などの施策を視野に入れた取組を追記
●赤堀・東都市計画区域における地域地区の指定を踏まえ更新
●農地・集落地（市街化調整区域）における、集落地の拡散抑制と営農環境の保全
＜その他＞
●このほか、都市施設の整備管理方針、住環境の形成方針、都市景観の形成方針についても改訂
（観光レクリエーション環境の形成方針は、他方針と重複するため削除）






４）地域別構想における主な改訂内容【都市計画マスタープラン】＜共通＞
●都市づくりの目標や全体構想を踏まえた更新
●「災害の危険性」、「市民アンケート調査結果」
を追記
＜北部地域＞
●産業拠点や工業地等の見直し
●地域地区の指定に伴う土地利用方針の更新
＜北西部地域＞
●産業拠点や土地利用検討地（産業系）の見直し
＜西部地域＞
●「水とみどりの拠点」の追加
＜中央地域＞
●ウォーカブル推進の追記
●居住誘導区域の見直し検討を追記

＜東中部地域＞
●粕川町周辺における治水対策を追記
＜東部地域＞
●広域商業拠点の追加
●産業拠点や土地利用検討地（産業系）の見直し
＜南西部地域＞
●土地利用検討地（産業系）の拡大
●災害リスク分析の結果を踏まえた方針の追記
＜南東部地域＞
●産業拠点や土地利用検討地（産業系）の見直し
＜南部地域＞
●工業地の見直し
●災害リスク対策の方針を追記














５）立地適正化計画における主な改訂内容【立地適正化計画】
■防災指針の策定
■赤堀都市計画区域における用途地域指定に伴う居住誘導区域・都市機能誘導区域の見直し
■「ウォーカブルなまちづくり」と「安全なまちづくり」の視点を踏まえた改訂
【個別目標】①都市機能誘導の目標 ：良質な生活関連サービスを身近に利用できるまちの実現
②居住誘導の目標	　　：良質な居住環境を生かした持続可能なまちの実現
③公共交通の目標	　　：便利でスムーズに移動できるまちの実現
【目指すべき都市の骨格構造】
●将来都市構造図の改訂に伴う拠点及び補完的なネットワークの追加
【居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設】●水害リスクが高い地区における対応方針を追加
●誘導施設の追加（子育て世代包括支援センター）
●赤堀都市計画区域における指定内容の変更
（居住誘導準備区域⇒居住誘導区域）
（都市機能誘導準備区域⇒都市機能誘導区域）





【防災指針】※新規策定●「防災まちづくりの目標・基本方針」「取組方針」「具体的な取組・スケジュール・目標値」を設定
●「多段階水害リスク評価」等を用いた分析により、災害リスクを可視化し、地域の課題を抽出




　【誘導施策】●新たな誘導施策及び取組の方向性を追記　 　　●評価指標の達成状況を追記
●居住誘導や公共交通、防災等の評価指標を追加


[bookmark: _Hlk223428502]６）計画の推進に関する主な改訂内容【共通】　●市民・事業者・行政の協働による都市づくり　の追記（都市づくり活動の主体づくりなど）
●持続可能な共生都市づくりに向けた施策展開
の追記（ＳＤＧｓ、ＧＸ、ＤＸ）
●分野別計画の策定・改定の推進の更新（地域公　共交通計画等）
●国、県及び周辺市町との連携を追記
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